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平成29年６月定例会 県土整備委員会（事前）

平成29年６月12日（月）

〔委員会の概要 企業局関係〕

元木委員長

ただいまから，県土整備委員会を開会いたします。（10時37分）

直ちに，議事に入ります。

これより，当委員会の閉会中継続調査事件を議題といたします。

まず，企業局関係の調査を行います。

この際，企業局関係の６月定例会提出予定議案等について，理事者側から説明を願うと

ともに，報告事項があれば，これを受けることにいたします。

【提出予定議案等】（資料①）

○ 議案第４号 平成29年度徳島県土地造成事業会計補正予算（第１号）

○ 議案第17号 徳島県公営企業の設置等に関する条例の一部改正について

○ 議案第18号 徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の一部改正について

○ 報告第４号 平成28年度徳島県電気事業会計継続費繰越計算書について

○ 報告第５号 平成28年度徳島県電気事業会計予算繰越計算書について

○ 報告第６号 平成28年度徳島県工業用水道事業会計予算繰越計算書について

【報告事項】

○ 県営電気事業の次期売電交渉について

小原企業局長

６月定例県議会に提出を予定しております企業局関係の案件につきまして御説明申し上

げます。

お手元の県土整備委員会説明資料，表紙裏の目次を御覧いただきたいと思います。

１，平成29年度徳島県土地造成事業会計補正予算，２，徳島県公営企業の設置等に関す

る条例の一部改正について，３，徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の一部改正につい

て，並びに，４，平成28年度徳島県電気事業会計継続費繰越計算書について，５，平成28

年度徳島県電気事業会計予算繰越計算書について，６，平成28年度徳島県工業用水道事業

会計予算繰越計算書についての計６件でございます。

１ページを御覧ください。

平成29年度徳島県土地造成事業会計補正予算でございます。

この補正予算の内容につきましては，ＬＥＤ・藍産業応援ファンド造成のための財源と

して，一般会計に5,000万円を貸し付けるものでございます。

次に，２ページをお開きください。

徳島県公営企業の設置等に関する条例の一部改正についてでございます。

この条例改正につきましては，本年８月に完了予定しております，坂州発電所の大規模

改良工事に伴い，水車発電機の発電効率が向上するため，発電所の最大出力及び常時出力
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について，所要の改正を行うものでございます。改正の概要及び施行期日につきまして

は，記載のとおりでございます。

３ページを御覧ください。

徳島県工業用水道事業料金等徴収条例の一部改正についてでございます。

この条例改正につきましては，工業用水の料金を納付する事業所の利便性向上及び徴収

事務の効率化のため，料金の徴収の時期について，所要の改正を行うものでございます。

改正の概要及び施行期日につきましては，記載のとおりでございます。

４ページを御覧ください。

平成28年度徳島県電気事業会計継続費繰越計算書についてでございます。

坂州発電所大規模改良事業，坂州橋架替事業，水力発電集中監視制御システム取替事業

につきましては，継続費をお認めいただいているところでございますが，表の右から４列

目の欄，翌年度逓次繰越額に記載のとおり，営業費用では，坂州発電所大規模改良事業

9,339万6,934円，水力発電集中監視制御システム取替事業14万393円，建設改良費では，

坂州発電所大規模改良事業６億3,920万4,586円，坂州橋架替事業6,387万1,687円，水力発

電集中監視制御システム取替事業8,681万925円を翌年度へ逓次繰り越しております。

次に，５ページを御覧ください。

平成28年度徳島県電気事業会計予算繰越計算書についてでございます。

平成28年度に予定しておりました，既設設備改良工事のうち，右から５列目の欄でござ

いますが，6,264万1,240円を翌年度へ繰り越しております。

繰越事業としましては，日野谷発電所川側擁壁耐震対策工事ほか，４工事となっており

ます。

繰越理由でございますが，河川管理者である国土交通省との協議により，河川区域内の

施工期間が限定されたことにより，年度内の完成が困難になったことなどでございます。

次に，６ページを御覧ください。

平成28年度徳島県工業用水道事業会計予算繰越計算書についてでございます。

平成28年度の建設改良費につきまして，右から６列目の欄でございますが，吉野川北岸

工業用水道改良工事４億9,767万3,294円，阿南工業用水道改良工事１億1,894万7,674円を

翌年度に繰り越しております。

繰越事業としましては，鳴門配水本管（撫養）布設替工事，幸野配水支管布設替工事，

ほか４工事となっております。

繰越理由でございますが，設計に関する協議が難航したためでございます。

次に，７ページを御覧ください。

地方公営企業法第26条第２項ただし書の規定によります事故繰越額でございます。

表の右から６列目の欄でございますが，営業費用では，マンホール補修254万9,568円，

吉野川北岸工業用水道長岸水管橋撤去工事3,662万5,089円を，建設改良費では，吉野川北

岸工業用水道改良工事１億6,278万5,520円を翌年度に繰り越しております。

繰越理由でございますが，設計に関する協議が難航したためでございます。

これら繰り越しました事業につきましては，事業効果を発現できますよう，早期の完成

に努めてまいりたいと考えておりますので，御理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上が，６月定例県議会に提出を予定しております企業局関係の案件でございます。
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続きまして，配付資料はございませんが，この際，１点御報告させていただきます。

県営電気事業の次期売電料金交渉についてでございます。

県営４水力発電所の売電につきましては，四国電力株式会社との間で，平成22年度か

ら15年間の長期売電契約を締結しており，その売電料金につきましては，２年ごとに契約

更改をしております。

現行の売電料金契約につきましては，来年の３月31日で，契約期間が満了いたします。

このため，去る５月29日に，四国電力株式会社に対しまして，平成30年度以降の次期売

電料金につきまして，交渉開始の申入れを行ったところでございます。

また，次期売電料金につきましては，交渉妥結後の２月議会で御審議いただくことにな

ります。

これからの交渉に当たりましては，将来にわたる電力の安定供給を図るため，発電施設

の機能維持及び信頼性・安全性の保持に，必要かつ適正な料金を確保し，電気事業の健全

な経営が維持できるよう，最善の努力を重ねる所存でございますので，今後ともよろしく

御指導をお願い申し上げます。

報告は以上でございます。

御審議のほど，よろしくお願い申し上げます。

元木委員長

以上で，説明等は終わりました。

これより質疑に入りますが，事前委員会の質疑につきましては，提出予定議案に関連す

る質疑及び緊急を要する案件とする申合せがなされておりますので，御協力よろしくお願

いいたします。

また，質疑時間につきまして，委員一人当たり，一日につき答弁を含めおおむね40分と

し，委員全員が質疑を終わって，なお時間がある場合，又は重要案件については，委員長

の判断で弾力的な運用を行うこととする申合せがなされておりますので，今年１年間を通

じまして，議事進行につき御配意のほど，よろしくお願いいたします。

では質疑をどうぞ。

達田委員

説明いただきました，売電料金なんですけれども，企業局のこれから平成38年度までの

計画を見てみますと，水力発電の売電料金というのは，ほとんど変わらず推移をするとい

うことになっておりますので，恐らく，現在の料金と同じような金額が設定されるであろ

うということで，計画を立てられているんではないかと思うのですが，そういう理解でよ

ろしいでしょうか。

湯浅事業推進課長

売電料金の額につきましては２年間で契約更改をしておりますが，そのときの必要な工

事や改良工事及び修繕工事がございますが，その必要な経費を積み上げた結果，決まって

くるものと考えております。ですから，今と多少違う場合もございます。
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達田委員

そのときの状況によって，有利な方向になるという場合もあるわけで，これ平成38年度

までというのは計画の数字が並んでいますが，少なくなってしまうというようなことはな

いと見てよろしいですか。

湯浅事業推進課長

先ほど申しましたけども，２年間に必要な経費を積み上げて，更にその利潤の部分も交

渉によって決まってまいりますので，現状から上がる下がるということは，今の時点では

確定しておりません。

達田委員

できるだけ有利な方向に動いていただきたいと思います。

それで説明にございました，２ページですが，坂州発電所の発電設備の改良に伴って最

大出力，常時出力を改めるということで出てるんですけれども，この坂州の発電所という

のは非常に小規模な発電所ではありますが，水力発電所というのは自然エネルギーとして

非常に優秀な設備でないかと思いますが，今まで2,400キロワットでやってきたわけで，

この発電所，発電能力に対する実際の発電量は何割ぐらいが発電できていたのかわかりま

したら，お願いいたします。

湯浅事業推進課長

坂州発電所の設備利用率というのがございまして，設備能力に対して最大で年間どれく

らい発電できるかという値でございますけれども，４発電所平均で大体四十数％だったと

記憶しております。坂州発電所の場合は，その半分くらいの二十数％だったと記憶してお

ります。

坂州発電所の場合は流れ込み式の発電所でございまして，保安停止と言いまして，砂利

が流入するときとかは止めておりますので多少低くなっております。

また，過去におきまして土砂が上流で崩れて，放水口が土砂で埋まったということもあ

りまして，設備利用率が下がっていた時期がございます。

達田委員

坂州発電所の上流にあります，追立ダムの様子なんか見ましても，安定して水が流れて

いくんだろうかという心配もあるわけですが，今後，この改良されて安定して水量が取れ

るのか。

湯浅事業推進課長

今回の大規模改良におきましては取水設備，導水設備の部分については改良をしており

ません。坂州発電所は，建屋と機器全て更新しますが，取水口については従来のままでご

ざいまして，やはり出水のときには土砂流入防止のために保安停止をするということにな

ります。
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達田委員

この取水に関しては，改善の余地はないのでしょうか。

湯浅事業推進課長

取水に関しては，過去に導流壁といいまして，取水口の前にコンクリートの壁を設けま

して，土砂流入が少ないように対策もしていますが，やはり出水のときは保安停止をする

必要があるということで，今のところそういう状況です。

達田委員

私も坂州よく通りまして，ダムの所も昔の様子もずっと見てきたんですが，非常に大変

な土砂の流入がありますので，その時々によって，非常に大変な状況で運営をされている

んじゃないかなと思いながら見てるんで，是非，改善の余地があるのでしたらお願いした

いと思っております。

それと，この企業局の今後の計画なんか見ましても，自然エネルギーの普及と社会貢献

ということで，非常に力強く書かれているんですが，この坂州発電所，新たにこう改良し

ましたよという状況のもとで，やっぱり県民の皆さんに，その発電所の価値を知っていた

だくという取組がとても大事なことではないかと思うんですが，今までどのようにされて

きたのか，今後どういうふうな計画があるのか，お尋ねしておきたいと思います。

元木委員長

小休いたします。（10時53分）

元木委員長

再会いたします。（10時54分）

古井自然エネルギー事業化担当室長

これまで，水力発電所をどのようにＰＲしてきたのかという御質問を頂きました。

企業局では，今まで那賀川水系，勝浦川水系で四つの水力発電所，それから，マリンピ

ア沖洲，和田島の太陽光発電所２か所を運営してきております。

その中で自然エネルギーを，県民の方々に啓発するということで，今までマリンピア沖

洲ですと見学会や，エコみらいとくしま自然エネルギー学習館が沖洲にございましたの

で，そこにＰＲルームを作って太陽光等の自然エネルギーの大切さを啓発してきたところ

であります。

それから，昨年７月には川口ダム，こちらにダム管理所がございますが，その１階を改

造いたしまして，川口ダム自然エネルギーミュージアムを設立しております。そちらでは

川口発電所，実物の水力発電所を見るのはもちろんのこと，その周辺には，小水力発電，

風力発電，それから太陽光発電と，自然エネルギーそれぞれの啓発設備を設置しておりま

して，県民の方々にいろいろ見ていただくこととしております。

それから，川口ダム自然エネルギーミュージアムのほうでは，いろいろな自然エネル

ギーに関する講座といいますか，説明会とかもしておりまして，普及啓発を進めていると
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ころでございます。

達田委員

川口ダム自然エネルギーミュージアムを作ってですね，たくさん皆さんに来ていただい

て，自然エネルギーのことを知っていただくという取組がされているというのは，良い取

組だと思うんで，どんどん来ていただきたいと思います。

その中にやっぱり，坂州まで足を伸ばして，坂州発電所も見学や，いろいろ水力発電に

ついて学んでいただくという取組が，スマート回廊と言われていますけれど，そういうと

ころに限らずに，ずっと上流にもこういうのがあるのですよというのを是非知っていただ

きたいと，そういう取組をしていただきたいと思いますが，坂州発電所についてのそうい

う取組は，これまで行われてきたのか，今後また計画があるのかをお尋ねをしたんです

が。

古井自然エネルギー事業化担当室長

坂州発電所のＰＲについての御質問を頂きました。

坂州発電所につきましては，那賀川の一番奥，旧木沢村のほうに設置しているわけでご

ざいますけども，スマート回廊は川口ダム周辺でございまして，ちょっと距離も離れてい

るという関係で，なかなか見学という対象にはなってなかったのですけれども，今回リ

ニューアルオープンいたしますので，坂州発電所の見学というのも考えてみたいと思いま

す。

達田委員

是非，またいろいろな取組を通じて，県民の皆さんに，こういう発電所が頑張っている

んですよ，というのを知っていただきたいと思います。

それと，先ほど話がありました発電量で言いますと，水力発電も安定した水量があれ

ば，太陽光発電を上回る発電ができると，小さくても頑張れるんだ，というようなことも

お聞きしておりますので，是非そういう点でもＰＲをお願いしたいと思います。

眞貝委員

坂州発電所のことで，達田委員から御質問がありましたが，非常に説明がわかりにく

かったのですが，大まかに発電設備の改良に伴い，最大出力，常時出力を改める必要があ

るという理由であったんですが，取水や土砂とか，いろいろあったと思うのですが，この

工事の概要について，説明をしていただきたいと思います。

湯浅事業推進課長

坂州発電所の工事概要についての御質問を頂きました。

坂州発電所は，昭和27年に運転を開始しておりまして，運転開始以来，60年余りを経過

しております。

電気機械設備の老朽化が進みまして，機能維持が困難であったこと，また，建築物につ

いても，耐震補強が困難な状況であったことから，発電所全体の設備を更新しました。



- 7 -

平成29年６月12日（月） 県土整備委員会（事前）企業局

機能維持と耐震工事を図るために，平成26年度から３か年にわたる継続費として，大規

模改良工事を実施しており，建物及び発電設備のリニューアルを実施したところでござい

ます。

工事内容としましては，先ほども少し，申し上げましたが，追立ダムに設置している，

取水設備及びダムから発電所までの導水路設備を除く水車発電機，それから制御盤等の取

替えと建屋の建て替えを行うものです。

この水車発電機の更新によりまして，発電所の最大使用水量というのは，変更がありま

せんが，最大出力は効率がアップしたことにより，100キロワット，アップいたしまし

た。

工事の進捗状況としましては，現在，発電機の据付けをほぼ終えておりまして，これか

ら，各種試験を経て，この７月から発電試運転ということで再開をいたします。

全ての工事が完了するのは，８月末予定となっております。

眞貝委員

いろいろリニューアルして，機械，建屋も全部新しくなるということでございます。そ

したら，最大出力が100キロワット，アップしたということらしいが，具体的にどのよう

な対策を行っているのか，また，常時出力が64キロワットから120キロワットへ改めると

なっておりますが，これは何を意味するのか教えていただきたい。

湯浅事業推進課長

最大出力と常時出力の増加についての御質問を頂きました。

本工事では，水車発電機一式を取り替えることとしておりまして，最新の水車発電機を

導入しまして，高効率水車ランナの採用などにより，発電効率が向上しまして出力アップ

となっております。

水利権で取水することのできる，最大取水量につきましては，坂州発電所の場合，毎

秒6.3立方メートルでございまして，その部分で効率が約６％アップしております。その

ことによりまして，最大出力が100キロワット，アップしたものでございます。

一方，常時出力につきましては，64キロワットから120キロワットにアップしているん

でございますが，常時出力とは１年を通じまして常時発電できる出力であり，すなわち水

が少ない渇水時におきましても発電できる出力をいいます。

最大出力と合わせまして，水力発電所の発電能力を表す指標の一つとされております。

なお，発電量につきましては，年間で一割程度，約41万キロワットアワーの増加を見込ん

でおりまして，一般家庭の使用量を月300キロワットアワーとしますと，110世帯分ぐらい

に相当いたします。

眞貝委員

今の説明によりますと，リニューアルしたら発電量，最大出力が非常に効率よくでき

る。渇水時にも常時出力が倍になるということでございます。

徳島県におきましては，この坂州発電所がもう60年余りということで，ほかのダムも老

朽化しているところもあると思っております。
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この老朽化した発電所のリニューアルというのは大切なことであると思いますが，新た

な自然エネルギーの導入については何か考えておるんですか。

湯浅事業推進課長

新たな自然エネルギーの導入についての御質問を頂きました。

昨年度，新たに策定しました企業局の経営計画におきましても，自然エネルギーの導入

に積極的に取り組んでいくこととしております。

企業局が所有しております技術，知識，経営手法などを最大限に活用しまして，小水力

発電などの自然エネルギー導入に対し，先導的な取組を行いますとともに，市町村，民間

等への積極的な技術支援，それから情報提供を行ってまいりたいと考えております。

この取組の一つといたしまして，今年度から小水力発電導入に向けた河川での流量観測

を，この６月から神山町の２か所で開始したところであります。

今後は，一年間の流量の観測データを基にしまして，実証実験に向けた概略設計に取り

組んでまいりたいと考えております。

眞貝委員

今，小水力発電ですかね，神山町での実証実験が開始されたとのことですが，徳島県に

おいては，自然が豊かでありますので，今後とも自然エネルギーの普及拡大に，積極的に

取り組んでいただきたいところではありますが，やはり，費用対効果の良いところから始

めていただきたいと思っておりますのでお願いしたいと思います。

古川委員

眞貝委員が大体聞いてくれたので，わかったんですけども，今回，坂州発電所の条例改

正が出ています。基本的に発電したのは四国電力株式会社が買ってくれる，渇水時で

も120キロワット発電できて，可能な発電量は発電して，今回１割増える分も四国電力株

式会社が買ってくれるという理解でよろしいですか。

湯浅事業推進課長

そのとおりでございます。４発電所一緒なんですが，全て四国電力株式会社に買ってい

ただけるということでございます。

古川委員

もう１点，自然エネルギー事業化担当室長というのができており，僕もこれ，知らな

かったんですが，４月にできたのか，去年にできたのか，わからないんですが，これは，

この自然エネルギーの事業化，今，話の中で水力発電はもちろん，太陽光発電みたいなも

のもできる，どういう方向性を目指しているんですか。いろいろな事業化を進めていこう

としているんですか。どのような状況かちょっと教えてください。

古井自然エネルギー事業化担当室長

ただいま，自然エネルギー事業化担当室長についての御質問を頂きました。
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県では平成27年12月に自然エネルギー立県徳島推進戦略を策定いたしまして，自然エネ

ルギーの電力自給率を2030年までに37％に拡大するということを定めておりまして，さら

に，今年１月からは徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例では，徳島県

自ら水素エネルギーの研究や実用化の促進等を義務付けております。

企業局におきましてもこれまで，自然エネルギーの先導的な取組といたしまして，西日

本初となります県営メガソーラー，マリンピアにございますけども，この導入や風力発電

所の建設，潮流発電調査に取り組むとともに，社会貢献の一つといたしまして，川口ダム

自然エネルギーミュージアムの整備など，自然エネルギーの普及啓発に努め，その役割を

果たしてきたところでございます。

このように，県の重要施策の一つであります，自然エネルギーの普及拡大につきまし

て，小水力発電の普及拡大や，水素の利活用の事業を実際に展開するなど，企業局の役割

をこれから果たしていく必要があるということでございます。

今後ともこの施策を進める環境部局と，施策の事業化を担う企業局が連携することによ

りまして，小水力発電をはじめとします自然エネルギーを活用した地方創生に貢献できる

ものと考えております。

古川委員

去年，新たな温暖化対策の条例ができて，高い目標を掲げてます。2030年まで

に40％，2013年比ですかね，ＣＯ２等を削減していくということで，自然エネルギー，再

生エネルギーですね，水素も含めるんでしょうけど，このあたり，しっかりと進めていか

なければいけないなと思っております。

今，水力発電はもとより，メガソーラーをやっていると聞きました。小水力発電また，

水素もやっていくということで，あと，風力発電の実践調査をやっている。このあたりを

もうちょっと教えてもらえますか。

古井自然エネルギー事業化担当室長

今，風力発電についての御質問を頂きました。

風力発電所につきましては，県のほうで平成13年度に佐那河内風力発電所を運転開始し

ております。その後，大川原での増設を考えておりまして，そこで風況調査を行っている

わけでございますけども，平成18年６月に風車のほうが故障してしまいまして，その後，

民間企業の方が，そこでやりたいというお話もございましたので，企業局が持っています

データ等を元に，大川原のほうでウインドファームは展開したということでございます。

古川委員

水力発電，太陽光発電，進んでいると思うのですが，世界の中では，風力発電が主流な

んですけど，日本はちょっと遅れている。でも，まだまだポテンシャルはあると思うんで

すね。洋上に行かなくても陸上でも，まだまだできる所があると思うので，風力発電の事

業化を大川原だけじゃなくて，きちんとゾーニングをした上でやっていくみたいな手法

も，是非考えていってほしいと，風況調査とかも必要で，なかなかどこでもできるわけで

はないとは思いますけれども，そのあたりどうでしょうか。
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古井自然エネルギー事業化担当室長

風力発電についての御質問を頂きました。

洋上風力発電等の開発でございますけども，洋上風力発電については全国で，ただいま

実証実験がやられているところではこざいますけれども，やはり課題が多いところで，

今，進めているところでございます。

これから徳島県のほうでも，なかなか風況がいい所というのは難しいが，全国的な状況

を見て進めてまいりたいと考えております。

古川委員

陸上での風況調査について，どの程度，把握をされているんですか。

元木委員長

小休いたします。（11時11分）

元木委員長

再開いたします。（11時13分）

古井自然エネルギー事業化担当室長

風況調査についての御質問を頂きました。

県で実際しました風況調査につきましては，池田のほうと，あと大川原の増設というこ

とで風況調査はやっております。

古川委員

大川原と池田ということで，どうして池田なのかよくわからないんですけれども，県の

中で，もうちょっと風況調査もしっかりしていただいて，西のほうが結構，山が高いかも

しれないが，特にこれは素人考えかもわかりませんけれど，南のほうが工事とかもしやす

いのかなという気もしますし，県南部でそういうゾーニングをして，風力発電を事業化し

ていくっていうことも検討いただけたらと思いますが，このあたりどうでしょうか。

古井自然エネルギー事業化担当室長

県南のほうでも風況調査をしてはどうかという御質問でございます。

県内で風況の一番良いのは，大川原の山のほうということになっております。

県南のほうについても，風況はそれほど良くないが，風車を造る前に送電線の関係と

か，その辺もございますので，これから状況を見ながら進めてまいりたいと思っていま

す。

古川委員

送電線の話も出ましたけど，そういった意味できちっとゾーニングをして，できる所を

選んで進めていくっていうことは，大事と思ってますので，しっかりと風力発電のほうも
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また，事業化に向けて取り組んでいっていただきたいと思っております。よろしくお願い

します。

岸本委員

今日，配られました資料に基づいて質問させていただきたいと思います。

まず，１ページの一般会計長期貸付金と貸付条件が5,000万円ですけど，貸付条件がど

のようになっているのかと，それから，今までの累計でどれくらい，一般会計への貸付け

をしているのか，教えていただけますか。

原田経営企画戦略課長

説明資料に記載をしております，一般会計への長期貸付金の利率について御質問がござ

いました。

これにつきましては，この制度自体が中小企業基盤整備機構，徳島県あるいは，地元金

融機関等の共同融資の形になっておりまして，制度上，無利子ということになっておりま

す。

もう１点，今までの累計の貸付金でございますけども，これにつきましては，企業局に

おきましては電気事業会計あるいは，土地造成事業会計において他会計への，資金貸付け

を行っております。平成28年度の長期貸付けの残高につきましては，合計で約45億円でご

ざいます。うち，電気事業会計が43億9,000万円，土地造成事業会計が１億3,700万円でご

ざいます。

岸本委員

まず，5,000万円の分ですけども，上限があるのかと言ったらおかしいのですが，ＬＥ

Ｄ・藍産業応援ファンドというのは，県債も発行してファンドをつくっているという状況

の中で，無利子で貸せるということであるなら，もう少し多く貸せなかったのかというこ

とと，それと，その平成28年までの他会計の貸付けが45億円に上るということで，その返

済等々については個別になっているのでしょうけど，年間どれくらいで，どういう状況に

なっているのか，なかなか一言ではわからないかもわかりませんが，お答えいただけます

か。

原田経営企画戦略課長

まず，今般の一般会計長期貸付金の5,000万円ですが，創設されるファンドの規模，総

額43億円になっておりまして，うち，中小企業基盤整備機構が32億円，徳島県全体として

２億5,000万円，うち5,000万円について，企業局のほうから一般会計長期貸付金で貸し付

ける形になっております。この5,000万円なんですけれども，基本的には要請があったの

で，5,000万円という形にしているんですが，なぜ5,000万円といいますとＬＥＤ・藍産業

応援ファンドの前身となりますＬＥＤバレー推進ファンド，これは実は，平成19年９月20

日から貸付けをしておりまして，平成29年，今年度９月29日に満期償還を迎えるところで

ございます。それを引き続き同額を融資させていただくということでございます。

それともう１点，長期貸付けの償還の状況なんですけども，これにつきましては，手元
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に資料が，ちょっとすいません。

元木委員長

小休いたします。（11時19分）

元木委員長

再開いたします。（11時20分）

原田経営企画戦略課長

償還の状況なんですけれども，例えば，電気事業会計につきましては，市町村振興資金

の貸付金の特別会計でありますとか，病院事業会計でありますとか，あるいは，流域下水

道の特別会計等にお貸ししております。

土地造成につきましても病院事業会計等の貸付けをいたしておりまして，金利につきま

しては，それぞれの，その時々の貸付時金利の情勢といいますか，経済情勢に応じて貸し

付けてますので，例えば，市町村振興資金特別会計でありますと，貸付年度の平成９年か

ら平成18年度まで貸し付けております。償還年数15年から12年という形で，これらにつき

ましては，0.4％から２％の範囲で，折々の長期国債の金利等を参考に貸し付けておりま

す。

岸本委員

それでは，もう１点お尋ねします。

今度は６ページ，７ページの繰越額ですね。翌年度の繰越額ということで，大きな額が

きてましてですね，これの説明理由が，設計に関する協議が難航したためということで，

６ページ，７ページの全部，この理由になっとんですけど，もう少し具体的に，何が難航

して，こんなになってんのやと，全てなってますので，その辺，個別に具体的に説明お願

いできますか。

大塚土木整備室長

まず，６ページについてでございますが，工業用水道事業会計の吉野川北岸工業用水道

についてですが，吉野川北岸工業用水道の鳴門配水本管（撫養）布設替工事がありまし

て，撫養川水管橋の代替施設としまして，河底横過トンネルを設置するとともに，取り合

いの管路を耐震管に布設替えする工事ですが，施工に必要な借地の交渉に不測の日時を要

したために，年度内の完成が困難となったものでございます。

それから，阿南工業用水道につきましては，幸野配水支管布設替工事がありまして，道

路を管理する国土交通省との協議に不測の日時を要したことにより遅れており，工事自体

は，今年度５月に完了をしております。

それから，７ページの事故繰越しですが，マンホール修繕につきましては，マンホー

ル14か所の修繕工事なんですが，低額であるために過去に二度，入札が不成立となってお

ります。このため，隣接する改良工事と合わせて発注したが，その改良工事に必要な借地

交渉に不測の日時を要したことから，年度内の完成が困難になったものでございます。
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それから，吉野川北岸工業用水道の長岸水管橋の撤去工事についてですが，こちらにつ

きましては，河川管理者であります国土交通省との協議の結果，河川区域内の施工期間や

堤防の復旧時期などが，限定されたことによりまして，年度内の完成が困難となったもの

でございます。こちらにつきましては，今年度７月に工事は完成する予定となっておりま

す。

それと，吉野川北岸工業用水道の改良工事につきましては，これも先ほど，ありました

が，鳴門配水本管（撫養）布設替工事でして，施工に必要な借地使用の面積や時期などの

条件面での交渉に不測の日時を要したことによりまして，年度内の完成が困難となったも

のでございます。こちらは，６月中には工事は完成となる予定でございます。

岸本委員

説明資料ですね，もう少し次回から同じ回答ばかりじゃなくて，中身を詳しく書いてい

ただきたいというふうに思います。

それから，全体の３分の２以上を繰り越していると，そして工事は今年度に完成する予

定だといった中で，国土交通省との交渉に時間がかかるとか，入札が不調に終わったとい

うのは，致し方ないことかもわかりませんが，事前準備をですね，きちんとしていただい

て，今後このようなことがないように，できるだけ年度内執行が図れるようにお願いをい

たします。

元木委員長

ほかにございませんか。

（「なし」と言う者あり）

それでは，これをもって質疑を終わります。

以上で，企業局関係の調査を終わります。

議事の都合により，休憩いたします。（11時26分）


